
春日井市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金

交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施につ

いて（令和５年４月28日付け健発428第７号）に基づき、新型コロナウイルス

ワクチンの円滑な接種に必要な体制を整備するとともに、継続的な体制を確保

するため、個別接種を実施する市内の診療所に対し補助金を交付することにつ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（補助事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、別表に掲げる対象期間ごとに、市内の診療所

（医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第２項に規定された診療所をい

う。）が行う新型コロナウイルスワクチン接種事業であって、１週当たり100回

以上の接種を実施し、かつ、１日以上の時間外（当該診療所の標榜する診療時

間以外の時間をいう。）、夜間（午後６時から午後12時までの時間をいう。）又

は休日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

第３条に規定する休日をいう。）に係る接種体制を用意した週が合計４週間以

上のものとする。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、週100回以上の接種を実施した週における新型コロナウ

イルスワクチン接種に対して接種１回当たり2,000円とする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に掲げる期日までに、春日井

市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付申請書兼請求

書（第１号様式）に、新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書（第２号

様式）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 



２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、春日井市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補

助金交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通知し、補助金を交付する

ものとする。 

 （検査等） 

第５条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるとき

は、前条の規定による交付の決定を受けた者（次条において「支給決定者」と

いう。）に対し、その目的を達成するために必要な限度において必要な指示を

し、報告を求め、又は実地に検査することができる。 

 （交付決定の取消及び補助金の返還） 

第６条 市長は、支給決定者が、偽りその他不正な手段により交付を受けたとき

又は前条の規定による指示、報告の求め又は検査に正当な理由なく応じないと

きは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る部

分に関し、返還させることができる。 

 （雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年８月15日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年12月１日から施行する。 

 

別表（第２条、第４条関係） 

対象期間 期日 



令和５年５月１日から同年７月２日まで 令和５年７月18日 

令和５年７月３日から同年９月３日まで 令和５年９月19日 

令和５年９月４日から同年11月５日まで 令和５年11月20日 

令和５年11月６日から同年12月31日まで 令和６年１月16日 

令和６年１月１日から同年３月３日まで 令和６年３月11日 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

                               年 月 日  

 

（宛先）春日井市長 

 

               住     所              

               開 設 者 名              
               （法人にあっては、名称及び代              

表者の職氏名） 
 

 

春日井市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交 

付申請書兼請求書 

 

 

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金の交付を受けたいの

で、春日井市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付要綱第

４条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

また、補助金の交付が決定した場合は、次のとおり補助金の交付を請求します。

なお、この申請書兼請求書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

 

１ 申請及び請求額 金        円 

 

２ 振込先 次の口座に振り込んでください。 

金融機関コード  支店コード  

金融機関名  支店名  

預金種別  口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 

 

 

医療機関名称：             

担当者氏名：             

電 話 番 号：             

メールアドレス：             



第2号様式（第4条関係）

医療機関名称

　　※「時間外等」は、時間外の他に、夜間・休日を指す。

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　 　/　

回

　　　回

※接種記録の確認のため、この記録を基に都道府県へ照会する場合があります。

月

火

水

木

金

土

日

備考（週ごとに接種予約枠を設けた時間帯が異なる場合は、こちらの備考欄に記載をお願いいたします。）

接種回数（予診のみを含めない）

時間外等の接種体制の有無

　　　年　月　日から　　　年　月　日の間で週100回以上の接種をした週における接種回数合計（予診の

みを含めない）

標榜する診療時間 接種予約枠を設けた時間帯

接種回数（予診のみを含めない）

接種回数（予診のみを含めない）

時間外等の接種体制の有無

接種回数（予診のみを含めない）

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

接種回数（予診のみを含めない）

　新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書

　　　回

　　　　年　月　日から　　　年　月　日までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種を実施したため、春日井市新型コロ

ナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付要綱第４条の規定により、次のとおり報告します。

　　　回

時間外等の接種体制の有無

接種回数（予診のみを含めない）

　　　回

接種回数（予診のみを含めない）

時間外等の接種体制の有無

接種回数（予診のみを含めない）

　　　回

　　　回

　　　回
時間外等の接種体制の有無

　　　回

　　　回

週の接種回数

接種回数（予診のみを含めない）

時間外等の接種体制の有無

　　　回

週の接種回数のうち

春日井市外の住民へ接種した回数※



第３号様式（第４条関係） 

 

                              第    号  

                              年  月 日  

 

        様 

                         春日井市長      

 

春日井市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金 

交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで交付申請のあった、春日井市新型コロナウイルスワク

チン個別接種促進支援事業補助金交付申請書兼請求書については、春日井市新型コ

ロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付要綱第４条第２項の規定に

より、次のとおり交付することに決定します。 

 

 補助金の額          円 

 


